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指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護 利用料金 

（令和８年６月１日） 

１、介護給付費対象サービスの料金 

お支払いいただく負担金は、原則として次の料金の１割の額です。ただし、利用者の収入等に応じ

て決定された上限額を超えてご負担いただくことはありません。 

（１）基本料金 

【居宅介護】 

身体介護中心 利用料金 利用者負担金 

３０分未満 ２，５６０円 ２５６円 

３０分以上１時間未満 ４，０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８７０円 ５８７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，５４０円 ７５４円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，３７０円 ８３７円 

３時間以上 

９，２１０円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに 

８３０円 

９２１円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに 

８３円 

 

家事援助中心 利用料金 利用者負担金 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上４５分未満 １，５３０円 １５３円 

４５分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間１５分未満 ２，３９０円 ２３９円 

１時間１５分以上 

１時間３０分未満 
２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上 

３，１１０円に加えて 

１時間３０分から１５分を増す

ごとに３５０円 

３１１円に加えて 

１時間３０分から１５分を増す

ごとに３５円 

 

通院等介助 

（身体介護を伴わない） 
利用料金 利用者負担金 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上 

３，４５０円に加えて 

１時間３０分から３０分を増す

ごとに６９０円 

３４５円に加えて 

１時間３０分から３０分を増す

ごとに６９円 

※身体介護を伴う通院等介助の利用料金は、身体介護中心の料金と同額です。 

 

 

 



2/5 

【重度訪問介護】 

その他 利用料金 利用者負担金 

１時間未満 １，８６０円 １８６円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７７０円 ２７７円 

１時間３０分以上２時間未満 ３，６９０円 ３６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，６１０円 ４６１円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，５３０円 ５５３円 

３時間以上３時間３０分未満 ６，４４０円 ６４４円 

３時間３０分以上４時間未満 ７，３６０円 ７３６円 

 

重度障害者等の場合 利用料金 利用者負担金 

１時間未満 ２，１４０円 ２１４円 

１時間以上１時間３０分未満 ３，１９０円 ３１９円 

１時間３０分以上２時間未満 ４，２５０円 ４２５円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，３１０円 ５３１円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，３７０円 ６３７円 

３時間以上３時間３０分未満 ７，４２０円 ７４２円 

３時間３０分以上４時間未満 ８，４８０円 ８４８円 

 

障害支援区分６の場合 利用料金 利用者負担金 

１時間未満 ２，０２０円 ２０２円 

１時間以上１時間３０分未満 ３，０１０円 ３０１円 

１時間３０分以上２時間未満 ４，０１０円 ４０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，０１０円 ５０１円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，０１０円 ５０１円 

３時間以上３時間３０分未満 ７，０００円 ７００円 

３時間３０分以上４時間未満 ８，０００円 ８００円 

 

【同行援護】 

その他 利用料金 利用者負担金 

３０分未満 １，９１０円 １９１円 

３０分以上１時間未満 ３，０２０円 ３０２円 

１時間以上１時間３０分未満 ４，３６０円 ４３６円 

１時間３０分以上２時間未満 ５，０１０円 ５０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，６６０円 ５６６円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，３２０円 ６３２円 

３時間以上 

６，９７０円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

６６０円 

６９７円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

６６円 
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障害支援区分３の場合 利用料金 利用者負担金 

３０分未満 ２，２９０円 ２２９円 

３０分以上１時間未満 ３，６２０円 ３６２円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，２３０円 ５２３円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，０１０円 ６０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ６，７９０円 ６７９円 

２時間３０分以上３時間未満 ７，５８０円 ７５８円 

３時間以上 

８，３６０円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

７９０円 

８３６円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

７９円 

 

障害支援区分４以上の場合 利用料金 利用者負担金 

３０分未満 ２，６７０円 ２６７円 

３０分以上１時間未満 ４，２３０円 ４２３円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，１００円 ６１０円 

１時間３０分以上２時間未満 ７，０１０円 ７０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，９２０円 ７９２円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，８５０円 ８８５円 

３時間以上 

９，７６０円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

９２０円 

９７６円に加えて 

３時間から３０分を増すごとに

９２円 

 

（２）加算料金 

 以下の要件を満たす場合、上記基本料金に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 利用者負担金 

特定事業所加

算（Ⅰ） 

次の要件を満たした場合。 

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実

施、情報の的確な伝達） 

②介護福祉士の割合が３０％以上 

③重度障害者等の割合が３０％以上 

基本報酬に 

２０％加算 
左記額の１割 

特定事業所加

算（Ⅱ） 

次の要件を満たした場合。 

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実

施、情報の的確な伝達） 

②介護福祉士の割合が３０％以上 

基本報酬に 

１０％加算 
左記額の１割 

夜間・早朝加

算 

夜間（午後６時～午後１０時）又は早朝（午

前６時～午前８時）にサービスを提供した場

合（１回につき） 

基本報酬に 

２５％加算 
左記額の１割 

初回加算 

新規利用者に対し、居宅介護等計画を作成し

た当月中にサービス提供責任者が自らサービ

ス提供を行なった場合又は事業所の従業者に

同行して訪問した場合 

２，０００円 ２００円 
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緊急時対応加

算 

家族の入院等による利用者からの緊急要請に

より、サービス提供責任者が居宅介護計画の

変更を行い、居宅介護等を緊急に行った場合 

（月２回を限度） 

１，０００円 １００円 

地域生活支援拠点等で、関係機関との連携調

整に従事する者を配置した事業所である場合

（上記に加えて） 

５００円 ５０円 

利用者負担上

限額管理加算 

障害福祉サービスを複数利用し、利用者負担

額の上限額を管理した場合 

（１月につき）（該当者のみ） 

１，５００円 １５０円 

特別地域加算 

厚生労働大臣が定める地域に居住している

方にサービスを提供した場合 

（上越市の場合、頸城区と大潟区を除く地

域が該当） 

基本報酬に 

１５％加算 
左記額の１割 

喀痰吸引等支

援体制加算 

喀痰吸引等は必要な方に対して、登録特定

行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰

吸引等を行った場合（１日につき） 

（特定事業所加算Ⅰの算定事業所を除く） 

１，０００円 １００円 

福祉・介護職

員等処遇改善

加算（Ⅰロ） 

〔居宅介護・同行援護〕 

厚生労働省が定める基準に適合している福祉

・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善

等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た場合（１月につき） 

所定単位（基本

料金、加算・減

算料金含む）の 

×４５．６％ 

左記額の１割 

福祉・介護職

員等処遇改善

加算（Ⅱロ） 

〔重度訪問介護〕 

厚生労働省が定める基準に適合している福祉

・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善

等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た場合（１月につき） 

所定単位（基本

料金、加算・減

算料金含む） 

×３６．７％ 

左記額の１割 

※上記の基本料金、加算料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、基本料金、加算料金も自動的に改訂されます。その場合、事前に新しい基本料金、加算料金を書

面でお知らせします。 

 

（３）減算 以下の要件に該当する場合、上記の基本料金から減算されます。 

減算の種類 減算の要件 減算額 

身体拘束廃止

未実施減算 

次の基準を満たしていない場合 

・身体拘束に係る記録をしていない場合 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的

な開催や、会議の結果を従業者に周知していない場合 

・身体拘束等の適正化の指針を整備していない場合 

・身体拘束等の適正化のための研修を実施していない場合 

上記基本利用料

の１％を減算 
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虐待防止措置

未実施減算 

次の基準を満たしていない場合 

・虐待防止委員会の定期開催と結果の周知 

・従業者の対しての定期的な研修実施 

・担当者の設置 

上記基本利用料

の１％を減算 

情報公表未報

告減算 
情報公表を行っていない場合 

上記基本利用料

の５％を減算 

業務継続計画

未策定減算 

令和７年４月１日以降に次の基準を満たしていない場合 

・業務継続計画の策定 

・研修、訓練の実施 

・定期的な計画の見直し 

上記基本利用料

の１％を減算 

 

（４）利用者負担の軽減について 

 １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「利用者負担金」は、所得（世帯の収入状況）に応じて 

下表のとおり月額上限額が設定されており、利用されたサービス量にかかわらず、障害福祉サービス 

受給者証に記載されている負担額を超えない額となります。 

収入等の段階区分 利用者負担上限額 

生活保護に属する方 ０円 

市民税非課税世帯に属する方 ０円 

市民税所得割１６万未満の世帯に属する方 ９，３００円 

市民税所得割１６万未満以上の世帯に属する方 ３７，２００円 

※ 上限額の算定における世帯の範囲・・・１８歳以上の利用者：本人及び配偶者 

 

２、介護給付費対象外のサービス利用料金 

（１）交通費 

   利用者の居住地が通常の事業の実施地域以外にあるとき、地域外における車両の走行が１ｋｍごとに

２０円（特別地域加算の対象となっている地域は除く） 


